
（H30.4.1現在）

閲
覧

その
他

写
し

1
工事等請負有資格
業者名簿

商号名称、法人番号、所在地、代表
者名、格付等級、総合点、客観点、
主観点、完成工事高、建設業許可業
種、建設コンサルタント登録部門等

公表 無 誰でも
県ホームページ

公共工事の入札
及び契約の適正
化の促進に関す
る法律施行令第
７条第１項

総務部入札監理課
024-521-7899

2
公共工事等発注見
通しの公表

工事名称、路線・河川名、工事場
所、入札契約方式、工事種別、入札
予定時期、工期、概要、概算金額

公表 無 誰でも 県ホームページ

公共工事の入札
及び契約の適正
化の促進に関す
る法律第７条

総務部入札監理課
024-521-7899

3
公共工事等入札結
果の公表

契約の方法、予定価格、契約金額、
契約相手方の商号・名称、入札執行
調書・結果書、総合評価方式入札結
果、入札参加資格確認等一覧表

公表 無 誰でも 県ホームページ

公共工事の入札
及び契約の適正
化の促進に関す
る法律第８条

総務部入札監理課
024-521-7899

4
入札参加資格制限
（指名停止）情報
（建設工事等）

対象業者の商号・名称、代表者名、
住所、措置期間、事実概要、措置理
由

公表 無 誰でも 県ホームページ

福島県建設工事
等入札参加資格
制限措置要綱第
14条

総務部入札監理課
024-521-7899

5
包括外部監査契約先
の資格書面

包括外部監査契約締結先の資格を証する
書面

○
告示から
30日間

誰でも 総務部職員研修課
地方自治法施行令
第174条の49の25第
2項

総務部職員研修課
024-521-7034

6 贈与等報告書

贈与等又は報酬の支払を受けた年月日、
内容、価格、相手方となる事業者等、当
該事業者と職員との関係等（管理職員に
係る１件につき２万円を超えるもの）

○

５年間
相当の理
由による
例外あり

誰でも 総務部人事課
福島県職員倫理条
例第６条

総務部人事課
024-521-7033

7

（知事の）資産等報
告書、資産等補充報
告書、所得等報告
書、関連会社等報告
書

知事が保有する資産等（土地、建物、預
貯金、有価証券、自動車、貸付金、借入
金等）の内容
知事の前年１年間の所得等
知事が４月１日現在で報酬を得て会社そ
の他の法人の職に就いている場合の、会
社その他の法人の名称、住所、当該職の
名称

○

５年間
報告書を
提出すべ
き期間の
翌日から
起算して
60日を経
過する日
の翌日か
ら閲覧可

誰でも 県政情報センター

政治倫理の確立の
ための知事の資産
等の公開に関する
条例第５条第２項

総務部文書法務課
024-521-7083

情報公開条例によらない閲覧等の制度

№ 文書等の名称 記載されている主な情報等
公開の方法

公開の
条　件

見ることが
できる人

閲覧等の場所
(ホームページ
へのリンク)

根拠法令等
担当課
連絡先

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/nyusatsu-shikakushinsei/nyusatsu-114.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/nyusatsu-shikakushinsei/nyusatsu-114.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsujoho.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsujoho.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-94.html


閲
覧

その
他

写
し

№ 文書等の名称 記載されている主な情報等
公開の方法

公開の
条　件

見ることが
できる人

閲覧等の場所
(ホームページ
へのリンク)

根拠法令等
担当課
連絡先

8
福島県情報公開審査
会提出意見書、資料

情報公開審査会に当該審査請求人等から
提出された意見書、資料

○
提出者か
ら意見聴
取

当該審査請求
に係る審査請
求人、参加人
又は諮問実施
機関

情報公開審査会の
指定する場所（県
政情報センター
等）

福島県情報公開条
例第26条

総務部文書法務課
024-521-7083

9
福島県個人情報保護
審査会提出意見書・
資料

個人情報保護審査会に当該審査請求人等
から提出された意見書、資料

○
提出者か
ら意見聴
取

当該審査請求
に係る審査請
求人、参加人
又は諮問実施
機関

個人情報保護審査
会の指定する場所
（県政情報セン
ター等）

福島県個人情報保
護条例第35条

総務部文書法務課
024-521-7083

10

個人情報取扱事務登
録簿
特定個人情報取扱事
務登録簿

取扱事務の名称・目的、登録区分、所管
課、事務取扱課、個人情報ファイルの名
称等

○ 無 誰でも
県政情報センター
県政情報コーナー

福島県個人情報保
護条例第５条

総務部文書法務課
024-521-7083

11
福島県行政不服審査
会提出主張書面・資
料

行政不服審査会に当該審査請求人、参加
人又は審査庁から提出された主張書面・
資料

○ ○
提出者か
ら意見聴
取

当該審査請求
に係る審査請
求人、参加人
又は審査庁

行政不服審査会の
指定する場所（福
島県文書法務課
等）

行政不服審査法第
78条

総務部文書法務課
024-521-7050

12 審理員提出書類等
審理員に当該審査請求人、参加人から提
出された書類等

○ ○
提出者か
ら意見聴
取

当該審査請求
に係る審査請
求人又は参加
人

審理員の指定する
場所

行政不服審査法第
38条

総務部文書法務課
024-521-7050

13
公益法人の財産目録
等

公益法人が県に提出した財産目録等（事
業計画書、収支予算書、財産目録、役員
等名簿、報酬等の支給基準、定款、社員
名簿、貸借対照表、損益計算書、事業報
告、附属明細書）

○ ○ 無 誰でも

「公益法人
information」ホーム
ページ　公益法人
とは－閲覧請求

公益社団法人及び
公益財団法人の認
定等に関する法律
第22条

総務部私学・法人課
024-521-8226

14
移行法人の公益目的
支出計画実施報告書

移行法人が県に提出した公益目的支出計
画の実施の状況

○ ○ 無 誰でも

「公益法人
information」ホーム
ページ　公益法人
とは－閲覧請求

一般社団法人及び
一般財団法人に関
する法律及び公益
社団法人及び公益
財団法人の認定等
に関する法律の施
行に伴う関連法律
の整備等に関する
法律第127条

総務部私学・法人課
024-521-8226

県ホームページ

総務部施設管理課
無 誰でも

福島県庁舎等維持
管理業務の委託契
約に係る入札参加
者の資格審査等に
関する要綱第７条
第３項

総務部施設管理課
024-521-7080

15
庁舎等維持管理業務
入札参加有資格者名
簿

商号又は名称、代表者職及び氏名、住所
又は所在地、支店等の名称及び所在地、
電話番号等

○

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
2／19

https://www.koeki-info.go.jp/outline/index.html
https://www.koeki-info.go.jp/outline/index.html
https://www.koeki-info.go.jp/outline/index.html
https://www.koeki-info.go.jp/outline/index.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135d/nyusatsu-list-2.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135d/nyusatsu-list-2.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135d/nyusatsu-list-2.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135d/nyusatsu-list-2.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135d/nyusatsu-list-2.html
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し

№ 文書等の名称 記載されている主な情報等
公開の方法

公開の
条　件

見ることが
できる人

閲覧等の場所
(ホームページ
へのリンク)

根拠法令等
担当課
連絡先

16

（庁舎等維持管理業
務入札参加有資格者
の）入札参加資格制
限情報

対象業者の商号又は名称、代表者名、資
格制限期間、資格制限理由

公表 無 誰でも 県ホームページ

福島県庁舎等維持
管理業務入札参加
資格制限措置要綱
第15条

総務部施設管理課
024-521-7080

17
（庁舎等維持管理業
務の）入札結果

発注公所等名、維持管理業務の名称、入
札執行日、入札に参加した者又は指名し
た者の商号又は名称、入札者の各回の入
札金額、落札額

○
閲覧簿へ
の記載

誰でも

総務部施設管理課
（本庁機関執行
分）
各公所（当該公所
執行分）
県政情報センター

福島県庁舎等維持
管理業務の委託契
約に係る入札参加
者の資格審査等に
関する要綱第27条

総務部施設管理課
024-521-7080

18
住民基本台帳ネット
ワークに基づく自己
の本人確認情報

住民票に記載されている自己の氏名、生
年月日、性別、住所、個人番号等

○ 無
本人

法定代理人
後日、書面の交付
による

住民基本台帳法第
30条の32第１項

総務部市町村行政課
024-521-7057

19
安全で安心な県づく
りの推進に関する基
本計画

安全で安心な県づくりの推進に関する基
本方針及び各種施策

公表 無 誰でも 県ホームページ

福島県安全で安心
な県づくりの推進
に関する条例第22
条第４項

危機管理部危機管理
課
024-521-8651

20
福島県の国民の保護
に関する計画

県が定める国民の保護のための実施体
制、住民の避難や救援の実施に関する事
項、平素において備えておくべき物資や
訓練等に関する事項など

公表 無 誰でも 県ホームページ

武力攻撃事態等に
おける国民の保護
のための措置に関
する法律第34条第
６項

危機管理部危機管理
課
024-521-8651

21
登録電気工事業者登
録簿

登録電気工業者の名称、住所、登録番
号、代表者の氏名、登録年月日、有効期
間満了年月日、電気工事の種類、主任電
気工事士の氏名、行政処分に関する事項
など

○ ○

閲覧：
440円／
回
謄本交
付：600
円／枚

誰でも

事業所所在市町村
を管轄する各地方
振興局県民部
複数事業所を所有
する事業者につい
ては危機管理部消
防保安課

電気工事業の業務
の適正化に関する
法律第16条

危機管理部消防保安
課
024-521-7189

22
液化石油ガス販売事
業者登録簿

販売事業者の氏名、名称、住所、登録年
月日、登録番号

○ ○

閲覧：
460円／
回
謄本交
付：630
円／枚

誰でも

事業所所在市町村
を管轄する各地方
振興局県民部
複数事業所を所有
する事業者につい
ては危機管理部消
防保安課

液化石油ガスの保
安の確保及び取引
の適正化に関する
法律第３条の２第
３項

危機管理部消防保安
課
024-521-7189

23 福島県地域防災計画 県の災害対策の方針・実施事項など 公表 無 誰でも 県ホームページ
災害対策基本法第
40条第４項

危機管理部災害対策
課
024-521-7194

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135d/nyusatsu-seigen.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/anzendeansinnakendukurinosuisin.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/kokuminhogo.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/chiikibousaikeikaku.html
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№ 文書等の名称 記載されている主な情報等
公開の方法

公開の
条　件

見ることが
できる人

閲覧等の場所
(ホームページ
へのリンク)

根拠法令等
担当課
連絡先

24
福島県石油コンビ
ナート等防災計画

県内の石油コンビナート等特別防災区域
に関する防災について、防災関係機関が
処理すべき災害対策の方針・実施事項な
ど

公表 無 誰でも 県ホームページ
石油コンビナート
等災害防止法第31
条第５項

危機管理部災害対策
課
024-521-7194

県ホームページ

企画調整部土地・
水調整課
各市役所、町村役
場

県ホームページ

企画調整部土地・
水調整課
各市役所、町村役
場

27
不動産鑑定業者登録
簿等

名称（商号）、氏名、役員氏名、事業所
名称、所在地、専任不動産鑑定士氏名、
過去１年間の事業実績概要

○ 無 誰でも
企画調整部土地・
水調整課

不動産の鑑定評価
に関する法律第31
条第１項

企画調整部土地・水
調整課
024-521-7123

28 福島県国土利用計画
県内における国土の利用に関する基本構
想等

公表 無 誰でも 県ホームページ
国土利用計画法第
７条第５項、第９
項

企画調整部土地・水
調整課
024-521-7123

29
福島県土地利用基本
計画

都市地域、農業地域、森林地域、自然公
園地域、自然保全地域

公表 無 誰でも 県ホームページ
国土利用計画法第
９条第13項、第14
項

企画調整部土地・水
調整課
024-521-7123

30
特定個人情報保護評
価書

特定個人情報ファイルを取り扱う事務、
情報提供ネットワークシステムによる情
報連携の有無、特定個人情報の安全管理
措置に関する評価

公表 無 誰でも 県ホームページ

行政手続における
特定の個人を識別
するための番号の
利用等に関する法
律第28条第４項

企画調整部情報政策
課
024-521-7136

31
独自利用事務の情報
連携に係る届出書

独自利用事務及び準ずる法定事務の名
称、目的、内容並びに提供を求める特定
個人情報

公表 無 誰でも 県ホームページ

行政手続における
特定の個人を識別
するための番号の
利用等に関する法
律第19条第８号に
基づく特定個人情
報の提供に関する
規則第３条第４項

企画調整部情報政策
課
024-521-7136

県ホームページ

県政情報センター
統計資料室

25
地価調査　標準価格
一覧

基準地の所在、価格、地積、形状、利用
現況等

公告 無 誰でも
福島県地価調査事
業事務取扱要領第
11条

企画調整部土地・水
調整課
024-521-7123

26
地価調査　基準地位
置図

基準地の位置、価格 公告 無 誰でも
福島県地価調査事
業事務取扱要領第
11条

企画調整部土地・水
調整課
024-521-7123

32
県基幹統計調査によ
り作成した統計

統計調査集計結果（福島県現住人口調
査、 福島県鉱工業指数調査、労働条件等
実態調査、商品流通調査）

公表 無 誰でも
福島県統計調査条
例第８条

企画調整部統計課
024-521-7143

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
4／19

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/sekiyukombinat.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015c/chika-chousa.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015c/chika-chousa.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tochimizu/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015c/fukushima-tochi-riyou-keikaku.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/special-personal-information.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/dokuji.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15832.html
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№ 文書等の名称 記載されている主な情報等
公開の方法

公開の
条　件

見ることが
できる人

閲覧等の場所
(ホームページ
へのリンク)

根拠法令等
担当課
連絡先

33
設立認証申請中のNPO
法人に係る情報

定款、役員の氏名・住所・報酬の有無、
法人設立の趣旨、設立後２事業年度の事
業計画・活動予算

縦覧
受理日か
ら1ヶ月

誰でも
企画調整部文化振
興課

特定非営利活動促
進法第10条第２項

文化スポーツ局文化
振興課
024-521-7179

34
定款変更認証申請中
のNPO法人に係る情報

変更後の定款
変更後２事業年度の事業計画・活動予算

縦覧
受理日か
ら1ヶ月

誰でも
企画調整部文化振
興課

特定非営利活動促
進法第25条第５項

文化スポーツ局文化
振興課
024-521-7179

35
合併認証申請中のNPO
法人に係る情報

定款、役員の氏名・住所・報酬の有無、
法人設立の趣旨、設立後２事業年度の事
業計画・活動予算

縦覧
受理日か
ら1ヶ月

誰でも
企画調整部文化振
興課

特定非営利活動促
進法第34条第５項

文化スポーツ局文化
振興課
024-521-7179

36 NPO法人に係る情報

事業報告書等（活動計算書、貸借対照
表、財産目録、年間役員名簿、社員名
簿）、役員名簿、定款等
※過去５年間に提出を受けたもの
（H29.4.1以前に開始した事業年度に関す
る書類は過去３年間）

○ ○ 無 誰でも
企画調整部文化振
興課

特定非営利活動促
進法第30条
福島県特定非営利
活動促進法施行条
例第11条

文化スポーツ局文化
振興課
024-521-7179

37
認定NPO法人及び特例
認定NPO法人に係る情
報

認定等の申請書に添付した認定等の基準
に適合する旨を説明する書類及び欠格事
由に該当しない旨を説明する書類
前事業年度の役員報酬又は職員給与の支
給に関する規程
前事業年度の収益の明細等
助成金の支給の実績を記載した書類
海外への送金又は金銭の持出し（200万円
超）に関する書類

○ ○ 無 誰でも
企画調整部文化振
興課

特定非営利活動促
進法第56条及び第
62条
福島県特定非営利
活動促進法施行条
例第27条及び第29
条

文化スポーツ局文化
振興課
024-521-7179

環境省ホームペー
ジ

県ホームページ

39
福島県地球温暖化対
策推進計画

県域の自然的社会的条件に応じた温室効
果ガス排出抑制等を行うための施策

公表 無 誰でも 県ホームページ
地球温暖化対策の
推進に関する法律
第21条第８項

生活環境部環境共生
課
024-521-7813

40 国定公園公園計画図 国定公園の区域及び保護・規制の計画 ○ 公示 無 誰でも 県ホームページ
自然公園法第５条
第３項及び第７条
第３項

生活環境部自然保護
課
024-521-7251

41
福島県立自然公園公
園計画図

県立自然公園の区域及び保護・規制の計
画

○ 告示 無 誰でも 県ホームページ
福島県立自然公園
条例第５条第２号
及び第７条第２号

生活環境部自然保護
課
024-521-7251

42
福島県自然環境保全
地域保全計画

自然環境保全地域の区域及び保全計画 ○ 告示 無 誰でも
生活環境部自然保
護課

福島県立自然環境
保全条例第12条第
７項及び第13条第
３項

生活環境部自然保護
課
024-521-7251

38
地球温暖化対策の推
進に関する法律施行
状況調査

地方公共団体における地球温暖化対策に
関する施策の実施状況等

公表 無 誰でも
地球温暖化対策の
推進に関する法律
第21条第10項

生活環境部環境共生
課
024-521-7813

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html
https://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/haisyutsuryou.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/ondankataisakuplan02-2.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/shizenhogo3.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/shizenhogo3.html
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43
福島県緑地環境保全
地域保全計画

緑地環境保全地域の区域及び保全計画 ○ 告示 無 誰でも
生活環境部自然保
護課

福島県立自然環境
保全条例第20条第
４項及び第21条第
３項

生活環境部自然保護
課
024-521-7210

44
鳥獣保護区特別保護
地区指定区域

区域図 縦覧 無 誰でも

生活環境部自然保
護課
各地方振興局県民
生活課

鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律
第29条第５項

生活環境部自然保護
課
024-521-7210

45 鳥獣保護区指定区域 区域図 縦覧 無 誰でも

生活環境部自然保
護課
各地方振興局県民
生活課

鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律
第28条第９項

生活環境部自然保護
課
024-521-7210

46
特定猟具使用禁止区
域指定区域

区域図 縦覧 無 誰でも

生活環境部自然保
護課
各地方振興局県民
生活課

鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律
第35条第12項

生活環境部自然保護
課
024-521-7210

47 休猟区指定区域 区域図 縦覧 無 誰でも

生活環境部自然保
護課
各地方振興局県民
生活課

鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律
第34条第３項

生活環境部自然保護
課
024-521-7210

48
指定猟法禁止区域、
指定区域

区域図 縦覧 無 誰でも

生活環境部自然保
護課
各地方振興局県民
生活課

鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律
第15条第２項

生活環境部自然保護
課
024-521-7210

49 水質年報
水質測定計画等に基づく公共用水域等の
水質測定結果

公表 無 誰でも 県ホームページ
水質汚濁防止法第
17条

生活環境部水・大気
環境課
024-521-7258

50
要措置区域台帳及び
形質変更時要届出区
域台帳

特定有害物質に汚染されている区域を示
す地図等

○ 無 誰でも

生活環境部水・大
気環境課
各地方振興局環境
課(管轄分)

土壌汚染対策法第
15条第３項

生活環境部水・大気
環境課
024-521-7258

51
第一種フロン類充填
回収業者登録簿

登録番号、登録年月日、氏名（名称）、
所在地、製品の種類、回収フロンの種類
など

○ 無 誰でも 県ホームページ

フロン類の使用の
合理化及び管理の
適正化に関する法
律第32条

生活環境部水・大気
環境課
024-521-7261

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/tyosakekka1.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/furon.html
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各地方振興局県民
環境部環境課
（南会津：県民環
境課、いわき：県
民生活課）
※福島市、郡山
市、いわき市を営
業区域とする場合
は各市

53
ポリ塩化ビフェニル
廃棄物等の保管及び
処分状況等届出書

保管事業者・所有事業者の住所、電話番
号、登録番号、登録日、事業場の名称、
所在地

公表 無 誰でも

生活環境部産業廃
棄物課
各地方振興局環境
課等

ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物の適正な
処理の推進に関す
る特別措置法第９
条

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

54
産業廃棄物処理施設
等設置等事業計画書
の概要

設置等予定者の氏名又は代表者氏名、名
称及び住所、産業廃棄物処理施設等の設
置等予定地区、種類、処理能力

公告 無 誰でも 県ホームページ
福島県産業廃棄物
処理指導要綱第８
条第５項

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

55
産業廃棄物処理施設
等設置等事前協議書
の概要

設置等予定者の氏名又は代表者氏名、名
称及び住所、産業廃棄物処理施設等の設
置等予定地区、種類、処理能力

公告 無 誰でも 県ホームページ
福島県産業廃棄物
処理指導要綱第10
条第６項

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

56

産業廃棄物処理施設
設置許可申請書又は
産業廃棄物処理施設
変更許可申請書及び
添付書類並びに生活
環境影響調査結果

申請者の氏名及び住所、産業廃棄物処理
施設の設置の場所、種類、処理能力等

縦覧
告示から
１月間

誰でも
申請施設を所管す
る地方振興局環境
課等

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
第15条第４項

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

57 指定区域台帳
指定区域に指定された年月日、所在地、
概況、埋立地の区分、土地の形質の変更
の実施状況等

○ 無 誰でも
指定区域を所管す
る地方振興局環境
課等

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
第15条の18第３項

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

58
埋立終了届出があっ
た最終処分場の台帳

設置者の氏名、住所、施設廃止までの間
の管理予定者及び連絡先、設置場所、埋
め立てた産業廃棄物の種類、量など

○ 無
具体的な権利

関係者

当該処分場を所管
する地方振興局環
境課等

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
第19条の11第３項

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

59
（使用済自動車）引
取業者登録簿

登録事業者の自治体登録番号、氏名又は
名称、事業所の名称、所在地、電話番号

○ 無 誰でも
自動車リサイクル
システムホーム
ページ

使用済自動車の再
資源化に関する法
律第47条

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

60
フロン回収業者登録
簿

登録事業者の自治体登録番号、氏名又は
名称、事業所の名称、所在地、電話番号

○ 無 誰でも
自動車リサイクル
システムホーム
ページ

使用済自動車の再
資源化に関する法
律第59条

生活環境部産業廃棄
物課
024-521-7264

61
病院、診療所及び助
産所の管理、サービ
スに関する事項

名称、開設者、管理者、所在地、電話番
号、診療科目、診療時間、病床数等

公表 無 誰でも
ふくしま医療情報
ネット

医療法第６条の３
第５項

保健福祉部地域医療
課
024-521-7221

52
浄化槽保守点検業者
登録簿

住所及び氏名（法人にあっては名称、代
表者氏名及び主たる事務所の所在地）
営業所の名称及び所在地
役員の住所及び氏名
浄化槽管理士の氏名及び浄化槽管理士免
状交付番号
営業区域
登録年月日及び登録番号

○ 無 誰でも
福島県浄化槽保守
点検業者登録条例
第４条第４項

生活環境部一般廃棄
物課
024-521-7249

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/www-ippanhaiki27.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/haikibutsutaisaku038.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/haikibutsutaisaku039.html
http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS0010.html
http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS0010.html
http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS0010.html
http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS0010.html
http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS0010.html
http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS0010.html
https://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
https://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
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62 医療法人決算届
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損
益計算書、監事の監査報告書、定款（寄
附行為）

○ 無 誰でも
保健福祉部地域医
療課

医療法第52条第２
項

保健福祉部地域医療
課
024-521-7221

ふくしま医療情報
ネット

保健福祉部薬務課
各保健福祉事務所

県ホームページ

県商工労働部経営
金融課

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

63 薬局機能情報
薬局の名称、所在地、開設者、管理者、
アクセス、業務内容、薬局サービス、実
績等

○ 無 誰でも

医薬品医療機器等
の品質、有効性及
び安全性の確保等
に関する法律第８
条の２

保健福祉部薬務課
024-521-7233

64 貸金業者登録簿
登録番号、商号（名称）、代表者の氏
名・住所、業務内容等

○ 無 誰でも 貸金業法第９条
商工労働部経営金融
課
024-521-7288

65
大規模小売店舗届出
書

名称、所在地、代表者名、新設日、店舗
面積、施設の配置に関する事項等

公告
縦覧

公告の日
から４月
間縦覧

誰でも
大規模小売店舗立
地法第５条第３項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

66
(大規模小売店舗）届
出事項変更届出書

名称、所在地、代表者名、新設日、店舗
面積、施設の配置に関する事項等

公告
縦覧

公告の日
から４月
間縦覧

誰でも

大規模小売店舗立
地法第６条第３
項、第８条第８
項、第９条第５項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

67
大規模小売店舗立地
法に基づく市町村等
の意見について

大規模小売店舗周辺地域の生活環境の保
持の見地からの所在市町村の意見

公告
縦覧

公告の日
から１月
間縦覧

誰でも
大規模小売店舗立
地法第８条第３項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
https://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
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県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

68
大規模小売店舗立地
法に基づく県の意見
について

大規模小売店舗周辺地域の生活環境の保
持の見地からの県の意見

公告
縦覧

公告の日
から１月
間縦覧

誰でも
大規模小売店舗立
地法第８条第６項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

69

福島県商業まちづく
りの推進に関する条
例に基づく新設（変
更）届出

特定小売商業施設(店舗面積6,000㎡以上
の小売商業施設)の設置者、名称、敷地面
積、新設予定日、店舗面積等

公告
縦覧

公告の翌
日から３
月間縦覧

誰でも

福島県商業まちづ
くりの推進に関す
る条例第９条第４
項（第10条第５
項）

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

70

福島県商業まちづく
りの推進に関する条
例に基づく新設届出
の内容に関する関係
市町村長及び住民等
の意見

特定小売商業施設(店舗面積6,000㎡以上
の小売商業施設)の新設届出の内容に関す
る関係市町村長及び住民等の意見

公告
縦覧

公告の翌
日から１
月間縦覧

誰でも

福島県商業まちづ
くりの推進に関す
る条例第13条第４
項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

71

福島県商業まちづく
りの推進に関する条
例に基づく新設届出
の内容に関する県の
意見

特定小売商業施設(店舗面積6,000㎡以上
の小売商業施設)の新設届出内容に関する
県の意見

公告
縦覧

公告の翌
日から１
月間縦覧

誰でも

福島県商業まちづ
くりの推進に関す
る条例第14条第３
項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

72

福島県商業まちづく
りの推進に関する条
例に基づく新設届出
の内容に関する県の
意見についての対応
とその理由

特定小売商業施設(店舗面積6,000㎡以上
の小売商業施設)の新設届出内容に関する
県の意見についての対応とその理由の報
告

公告
縦覧

公告の翌
日から１
月間縦覧

誰でも

福島県商業まちづ
くりの推進に関す
る条例第14条第５
項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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商工労働部商業ま
ちづくり課
出店（予定）地を
管轄する地方振興
局
出店（予定）地の
市町村

県ホームページ

農林水産部農業担
い手課

75
免許漁業原簿、附属
書類

漁業権者の免許番号、住所、氏名又は名
称、漁場など

○
閲覧手数
料280円

誰でも 農林水産部水産課 漁業登録令第10条
農林水産部水産課
024-521-7379

76 遊漁船業者登録簿
遊漁船業者の住所、氏名又は名称、営業
所の所在地、登録年月日など

○ 無 誰でも 農林水産部水産課
遊漁船業の適正化
に関する法律第８
条

農林水産部水産課
024-521-7379

77
土地改良事業計画
書、定款の写し

土地改良区の設立認可に係る申請に基づ
く決定内容

公告
縦覧

無 誰でも 県政情報センター
土地改良法第８条
第６項

農林水産部農村計画
課
024-521-7383

78
土地改良事業計画の
概要

目的、施行に係る地域、基本計画、その
他

公告
縦覧

無 誰でも 県政情報センター
土地改良法第87条
の２第８項

農林水産部農村計画
課
024-521-7383

79 土地改良事業計画書
目的、施行に係る地域、一般計画、主要
工事計画、その他

公告
縦覧

無 誰でも 県政情報センター
土地改良法第87条
第５項

農林水産部農村計画
課
024-521-7383

80 土地分類調査図幅
地形分類、傾斜区分、表層地質、土壌調
査

○
貸出しの
場合申込
書記入

誰でも
農林水産部農村計
画課

国土調査法第21条
農林水産部農村計画
課
024-521-7405

81
地域森林計画書案
地域森林計画書（変
更）案

対象とする森林の区域、面積及び計画内
容（森林の整備・保全に関する基本的事
項、伐採立木材積、造林面積、林道計
画、保安林の整備・治山事業計画　等）

公告
縦覧

公告の日
から概ね
30日間の
縦覧

誰でも
農林水産部森林計
画課

森林法第６条第１
項

農林水産部森林計画
課
024-521-7423

県ホームページ

農林水産部森林計
画課　各農林事務
所（管轄分）　各
地方振興局（管轄
分）　県政情報セ
ンター

73

福島県商業まちづく
りの推進に関する条
例に基づく新設届出
内容に関する県意見
に対する対応の勧告

特定小売商業施設(店舗面積6,000㎡以上
の小売商業施設)の新設届出内容に関する
県意見に対する対応の勧告内容

公告
縦覧

公告の翌
日から１
月間縦覧

誰でも

福島県商業まちづ
くりの推進に関す
る条例第15条第５

項

商工労働部商業まち
づくり課
024-521-7126

74 農用地利用配分計画

農地中間管理機構から賃借権の設定等を
受ける者の氏名・名称及び住所
賃借権の設定等を受ける土地の所在、地
番、筆数

公告
縦覧

公告の日
から２週
間縦覧

誰でも
農地中間管理事業
の推進に関する法
律第18条

農林水産部農業担い
手課
024-521-7381

82
地域森林計画書
地域森林計画書（変
更）

対象とする森林の区域、面積及び計画内
容（森林の整備・保全に関する基本的事
項、伐採立木材積、造林面積、林道計
画、保安林の整備・治山事業計画　等）

公表 無 誰でも
森林法第６条第７
項

農林水産部森林計画
課
024-521-7423

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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県ホームページ

農林水産部森林計
画課　各農林事務
所（管轄分）

県ホームページ

農林水産部森林計
画課　各農林事務
所（管轄分）

85 森林簿 個々の森林の所在、面積、現況等 ○ ○
要領で規
定

森林所有者又
はその代理人

農林水産部森林計
画課　各農林事務
所（管轄分）

福島県地域森林計
画関係資料事務取
扱要領

農林水産部森林計画
課
024-521-7423

86 保安林台帳
保安林の所在地、指定年月日、告示番
号、指定目的、指定施業要件等

○ 無 誰でも

農林水産部森林保
全課、各農林事務
所、各森林管理署
（管轄分のみ）

森林法第39条の２
第２項

農林水産部森林保全
課
024-521-7442

87
事業認定申請書、添
付書類

(土地を収用し、又は使用することが出来
る事業の)起業者の名称、事業の種類、起
業地、事業の認定を申請する理由、事業
計画の概要、起業地・事業計画を表示す
る図面等

縦覧

当該市町
村長が縦
覧を行わ
ないとき

誰でも 土木部用地室
土地収用法第24条
第４項

土木部土木総務課用
地室
024-521-7464

88
起業地を表示する図
面

(土地を収用し、又は使用することが出来
る事業の)起業地を表示する図面

縦覧

当該市町
村長が縦
覧を行わ
ないとき

誰でも 土木部用地室
土地収用法第26条
の２第３項

土木部土木総務課用
地室
024-521-7464

89

収用又は使用の手続
きを保留した土地に
ついて、その手続き
を開始しようとする
土地を表示する図面

収用又は使用の手続きを開始しようとす
る土地を表示する図面

縦覧

当該市町
村長が縦
覧を行わ
ないとき

誰でも 土木部用地室
土地収用法第34条
の４第３項

土木部土木総務課用
地室
024-521-7464

90

土地調書又は物件調
書作成の特例手続の
申出書、土地調書又
は物件調書

(土地を収用し、又は使用することが出来
る事業の)起業者の名称、事業の種類、申
出に係る土地又は物件の所在地、土地所
有者の氏名、住所等

縦覧

当該市町
村長が縦
覧を行わ
ないとき

誰でも 土木部用地室
土地収用法第36条
の２第４項

土木部土木総務課用
地室
024-521-7464

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所
各土木事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所

83
森林計画図
森林位置図

森林計画図：地域森林計画の対象となる
民有林の区域
森林位置図；市町村単位での森林計画図
の配置等を示した図面

○ ○
要領で規
定

誰でも
福島県地域森林計
画関係資料事務取
扱要領

農林水産部森林計画
課
024-521-7423

84 森林基本図 地形と森林の境界を表す地形図 ○ ○
要領で規
定

誰でも
福島県地域森林計
画関係資料事務取
扱要領

農林水産部森林計画
課
024-521-7423

91
土木工事標準積算基
準

県発注土木工事の積算に係る基準 ○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

92
建築関係工事積算基
準

県発注建築工事の積算に係る基準 ○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所
各土木事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所
各土木事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所
各土木事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所

県ホームページ

県政情報センター
各建設事務所
各土木事務所

100
土木・建築関係事業
単価表　参考資料
（公表用）

県発注土木・建築工事の積算に係る単価
及び施工歩掛の決定基準

○ 無 誰でも
県政情報センター
各建設事務所
各土木事務所

土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

県ホームページ
県政情報センター
各建設事務所(※)
各土木事務所(※)
※基準によって閲
覧場所が異なる
県ホームページ（一
覧のみ）
主たる営業所の所
在地を管轄する建
設事務所

93
土木事業単価表（公
表用）

県発注土木工事の積算に係る単価 ○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

94
建築関係事業単価表
（公表用）

県発注建築工事の積算に係る単価 ○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

95
設計業務等標準積算
基準

県発注土木関係設計業務等委託料の積算
に係る基準

○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

96
土木・建築関係委託
設計単価表（公表
用）

県発注土木・建築関係委託設計料の積算
に係る単価

○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

97
建築・設備設計監理
業務委託料算定基準

県発注建築・設備設計監理業務委託料の
積算に係る単価

○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

98
建築・設備設計監理
業務委託料算定要領

県発注建築・設備設計監理業務委託料の
積算に関する算定方法等

○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

99
建設機械等損料算定
表

県発注土木工事の積算に係る建設機械等
の損料算定表

○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

101
土木関係委託設計基
準

県発注土木関係業務委託料の積算に係る
基準

○ 無 誰でも
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部技術管理課
024-521-7461

102
建設業許可申請書・
添付書類、変更届等
の届出書

商号（名称）、営業所の名称・所在地、
資本金額、役員氏名、営業所の種類、工
事経歴書、財務諸表

○ 無 誰でも 建設業法第13条
土木部建設産業室
024-521-7452

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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103

（建設業者）仮移転
先報告書、営業所復
旧報告書、営業所移
転等報告書

許可番号、許可年月日、商号又は名称、
代表者又は個人の氏名、主たる営業所の
名称及び所在地

○ 無 誰でも 土木部建設産業室

東日本大震災に伴
う建設業関係事務
の取扱いの延長に
ついて

土木部建設産業室
024-521-7452

国土交通省ホーム
ページ
主たる営業所の所
在地を管轄する建
設事務所
土木部建設産業室
国土交通省ホーム
ページ

土木部建設産業室

土木部建設産業室
ホームページ（名簿
のみ）

土木部建設産業室

107 解体工事業者登録簿
氏名・名称、住所・所在地、営業所所在
地、役員氏名、登録年月日、登録番号等

○ 無 誰でも

主たる営業所の所
在地を管轄する建
設事務所
土木部建設産業室
（県内外業者）

解体工事に係る資
材の再資源化等に
関する法律第26条

土木部建設産業室
024-521-7452

108 道路台帳
道路種別、路線名、平面図、求積図、公
図

○ 無 誰でも 土木部道路計画課
道路法第28条第３
項

土木部道路計画課
024-521-7472

109 路線の認定関係図面
当該路線の図面（縮尺1/50,000程度）、
市街地その他特に必要と認められる部分
の拡大図

公示 無 誰でも 土木部道路計画課 道路法第９条
土木部道路計画課
024-521-7472

110
路線の廃止・変更関
係図面

当該路線の図面（縮尺1/50,000程度）、
市街地その他特に必要と認められる部分
の拡大図

公示 無 誰でも 土木部道路計画課 道路法第10条
土木部道路計画課
024-521-7472

111
道路の区域決定・変
更関係図面

区域決定・変更した道路を表示した図面
（縮尺1/1,000以上）

縦覧 無 誰でも 土木部道路計画課
道路法第18条第１
項

土木部道路計画課
024-521-7472

112
道路の供用開始・廃
止関係図面

供用開始・廃止した道路を表示した図面
（縮尺1/50,000程度）

縦覧 無 誰でも 土木部道路計画課
道路法第18条第２
項

土木部道路計画課
024-521-7472

113
自動車専用道路の指
定・指定の解除関係
図面

自動車専用道路の指定・指定の解除部分
を明示した図面（縮尺1/1,000以上）

公示 無 誰でも 土木部道路計画課
道路法第48条の２
第４項

土木部道路計画課
024-521-7472

114
自転車歩行者専用道
路の指定・指定の解
除関係図面

自転車歩行者専用道路の指定・指定の解
除部分を明示した図面（縮尺1/1,000以
上）

公示 無 誰でも 土木部道路計画課
道路法第48条の13
第５項

土木部道路計画課
024-521-7472

104 建設業者監督処分簿
許可番号、商号（名称）、営業所の名
称・所在地、監督処分の内容

○ 無 誰でも
建設業法第29条の
５

土木部建設産業室
024-521-7452

105
測量業者登録（変
更）書類

商号又は名称、営業所の名称及び所在
地、資本金又は出資の額、定款、財務関
係書類、使用人数、測量士及び測量士補
の人数等

○ 無 誰でも
測量法第55条の12
第１項

土木部建設産業室
024-521-7452

106
浄化槽工事業者登録
簿

氏名・名称、住所・所在地、営業所所在
地、登録年月日、登録番号等

○ ○

閲覧：
430円／
件
交付：
680円／
件

誰でも
浄化槽法第23条第
３項

土木部建設産業室
024-521-7452

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/collaboration/
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/collaboration/
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000059.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000059.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/jyoukasou.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/jyoukasou.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/jyoukasou.html
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115
河川区域の指定、変
更、廃止関係図面

範囲を示した平面図 公示 無 誰でも
土木部河川計画課
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第６条第４
項

土木部河川計画課
024-521-7484

116
廃河川敷地等関係図
面

河川区域の変更等により生じた廃河川敷
地等の範囲を示した平面図

公示 無 誰でも
土木部河川計画課
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法施行令第４
９条

土木部河川計画課
024-521-7484

117
河川保全区域の指
定、変更、廃止関係
図面

範囲を示した平面図 公示 無 誰でも
土木部河川計画課
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第54条第４
項

土木部河川計画課
024-521-7484

118
河川立体区域の指
定、変更、廃止関係
図面

範囲を示した平面図 公示 無 誰でも
土木部河川計画課
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第58条の２
第２項

土木部河川計画課
024-521-7484

119
河川管理者の監督処
分(簡易代執行)

履行義務の内容・履行期限、不履行の場
合の措置

公告 無 誰でも
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第75条第３
項

土木部河川計画課
024-521-7484

120
河川管理者の監督処
分(簡易代執行・保管
工作物一覧簿)

保管工作物の名称(種類)・形状・数量、
放置されていた場所、除却年月日、保管
開始日、保管場所、返還方法

公示 無 誰でも
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第75条第５
項

土木部河川計画課
024-521-7484

121 河川現況台帳

水系の名称、河川の名称・区間・指定年
月日、河川の延長・区域の概要、主要な
河川管理施設概要、河川仕様の許可等の
概要、図面等

○ 無 誰でも
土木部河川計画課
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第12条第４
項

土木部河川計画課
024-521-7484

122 水利台帳

水利使用水系及び河川の名称、許可を受
けた者の氏名・住所、目的、許可水量、
許可期間、取水口・放水口・水利使用の
場所、図面等

○ 無 誰でも
土木部河川計画課
所管する建設事務
所・土木事務所

河川法第12条第４
項

土木部河川計画課
024-521-7484

123 河川整備基本方針
基本方針、基本高水、河道・洪水調整ダ
ムへの配分、主要地点の計画高水流量・
計画高水位・計画横断形に係る川幅等

公表 無 誰でも 県ホームページ
河川法第16条第５
項

土木部河川計画課
024-521-7482

124 河川整備計画
計画の目標、河川工事の目的・種類・施
工場所、管理施設の機能等

公表 無 誰でも 県ホームページ
河川法第16条の２
第６項

土木部河川計画課
024-521-7482

125 海岸保全基本計画
海岸の保全（現況、防護、整備、適正な
利用）、整備（保全施設の新設・改良、
維持・修繕）に関する事項

公表 無 誰でも 県ホームページ
海岸法第２条の３
第６項

土木部河川計画課
024-521-7482

県ホームページ

土木部砂防課
各建設事務所(管
轄分)

126 基礎調査の結果 土砂災害のおそれのある区域図 公表 無 誰でも

土砂災害の警戒区
域等における土砂
災害防止対策の推
進に関する法律第
４条第２項

土木部砂防課
024-521-7493

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/housinnkeikaku00.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/housinnkeikaku00.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/kaiganhozen00.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045c/kisochousakekka-fukushima.html
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県ホームページ

土木部砂防課
各建設事務所(管
轄分)

128
港湾計画（港湾計画
書）

港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に
隣接する地域の保全に関する計画

○ 公示 無 誰でも 土木部港湾課 港湾法第３条の３
土木部港湾課
024-521-7497

県ホームページ

土木部港湾課

130
港湾・漁港工事標準
積算基準

積算要領、標準歩掛・単価算定の標準的
な基準

○ 無 誰でも 県政情報センター
土木工事等の積算
に係る公表図書取
扱要領

土木部港湾課
024-521-7496

131
福島空港供用規程、
インターネットによ
り公表する情報

空港の運用時間、空港概要（滑走路の本
数、単車荷重、エプロン、ILSの有無
等）、空港が提供するサービスに係る施
設、空港の情報（空港管理者の連絡先、
着陸料等）、サービスの利用者その他が
遵守すべき事項

公表 無 誰でも 県ホームページ
空港法第12条第２
項

土木部港湾課空港施
設室
024-521-7501

132
都市計画の案（総括
図、計画図、計画
書、理由書）

都市計画区域の整備・開発及び保全の方
針、市街化区域と市街化調整区域との区
分、地域地区、都市施設等

縦覧 無 誰でも 土木部都市計画課
都市計画法第17条
第１項

土木部都市計画課
024-521-7508

133
都市計画の図書（総
括図、計画図、計画
書）

都市計画区域の整備・開発及び保全の方
針、市街化区域と市街化調整区域との区
分、地域地区、都市施設等

縦覧 無 誰でも 土木部都市計画課
都市計画法第20条
第２項

土木部都市計画課
024-521-7508

134 開発登録簿

開発許可年月日、予定建築物の用途、公
共施設の種類・位置及び区域、許可を受
けた者の住所・氏名、開発区域に含まれ
る地域の名称・面積、許可条件等

○ ○
写し470
円／枚

誰でも
開発区域を所管す
る建設事務所

都市計画法第47条
第５項

土木部都市計画課
024-521-7508

県ホームページ

土木部都市計画課

136 都市公園台帳
名称、所在地、設置年月日、敷地面積、
主要な公園施設、占用物件、平面図等

○ 無 誰でも
都市公園を所管す
る建設事務所等

都市公園法第17条
第３項

土木部まちづくり推
進課
024-521-7507

137 流域下水道台帳
計画処理区域の面積、計画処理人口、区
域内の地名、供用開始年月日・下水処理
開始年月日、管渠の延長等

○ 無 誰でも
施設を管理する各
流域下水道建設事
務所

下水道法第25条の
18

土木部県北流域下水
道建設事務所
024-554-2011
土木部県中流域下水
道建設事務所
024-958-3861

127
土砂災害警戒区域等
の指定の公示に係る
図書

土砂災害警戒区域 公示 無 誰でも

土砂災害の警戒区
域等における土砂
災害防止対策の推
進に関する法律第
７条、第９条

土木部砂防課
024-521-7493

129
港湾計画（港湾計画
図）

港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に
隣接する地域の保全に関する計画

公示

土木部都市計画課
024-521-7508

無 誰でも 港湾法第３条の３
土木部港湾課
024-521-7497

135 屋外広告業者登録簿
商号、名称又は氏名、住所、法人代表者
の氏名、営業所の名称、登録番号等

○ 無 誰でも
福島県屋外広告物
条例第23条の６

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/kouwankeikaku.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045e/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/11110.html
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138

宅地建物取引業者名
簿、宅地建物取引業
免許申請及び変更の
届出に係る書類

商号（名称）、事務所の名称・所在地、
宅地建物取引業経歴書、貸借対照表・損
益計算書、監督処分の有無等

○ 無 誰でも 土木部建築指導課
宅地建物取引業法
第10条

土木部建築指導課
024-521-7523

139 建築計画概要書
建築主の氏名・住所等、建築面積、敷地
の地番、付近見取図、配置図等

○ 無 誰でも
建築場所を所管す
る各建設事務所建
築住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

140 築造計画概要書
築造主の氏名・住所等、築造面積、敷地
の地番、付近見取図、配置図等

○ 無 誰でも
築造場所を所管す
る各建設事務所建
築住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

141 定期調査報告概要書
建築物所有者の氏名・住所等、建築物の
規模・構造等、調査概要

○ 無 誰でも
所在地を所管する
各建設事務所建築
住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

142 定期検査報告概要書
建築設備等所有者の氏名・住所等、建築
設備の種類・仕様等、検査概要

○ 無 誰でも
所在地を所管する
各建設事務所建築
住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

143 処分等概要書 建築確認、完了検査等の処分等の概要 ○ 無 誰でも
建築場所を所管す
る各建設事務所建
築住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

144 全体計画概要書
建築主の氏名・住所等、既存建築物及び
施設に関する事項、全体計画の概要

○ 無 誰でも
建築場所を所管す
る各建設事務所建
築住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

145 指定道路図 指定道路の種類・位置 ○ 無 誰でも
建築場所を所管す
る各建設事務所建
築住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

146 指定道路調書
指定道路の指定年月日、延長、幅員、位
置、申請者氏名

○ 無 誰でも
建築場所を所管す
る各建設事務所建
築住宅課

建築基準法第93条
の２

所管する各建設事務
所住宅建築課

147
高齢者円滑入居賃貸
住宅登録簿

登録番号、住宅名、所在地、家賃、専用
面積、サービス内容、併設施設の有無、
入居開始時期

○ 無 誰でも
サービス付き高齢
者向け住宅情報提
供システム

高齢者の居住の安
定確保に関する法
律第10条

所管する各建設事務
所住宅建築課

148 建築士事務所登録簿
登録番号、登録年月日、建築士事務所名
称、開設者、管理建築士、所在地、電話
番号

○ 無 誰でも 土木部建築指導課
建築士法第23条の
９

土木部建築指導課
024-521-7523

149
物品購入（修繕）競
争入札参加有資格者
名簿

商号又は名称、代表者又は受任者職氏
名、所在地等

公表 無 誰でも 県ホームページ

物品の買入れ及び
修繕に係る競争入
札参加者の資格審
査並びに資格制限
に関する要綱第５
条第４項

出納局入札用度課
024-521-7563

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.satsuki-jutaku.jp/
https://www.satsuki-jutaku.jp/
https://www.satsuki-jutaku.jp/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015c/yuusikakusyameibo.html
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根拠法令等
担当課
連絡先

150
参加資格制限情報
（物品購入）

法人番号、商号又は名称、代表者氏名、
主たる営業所の所在地、資格制限期間、
資格制限理由

公表 無 誰でも 県ホームページ

物品の買入れ及び
修繕に係る競争入
札参加者の資格審
査並びに資格制限
に関する要綱第８
条

出納局入札用度課
024-521-7563

県ホームページ

契約した課・公所
県政情報センター

152 入札結果（物品）
入札方法、入札年月日、物品名、数量、
落札者名、法人番号、落札価格

公表 無 誰でも 県ホームページ
物品購入に係る入
札結果情報の公表
要領第３

出納局入札用度課
024-521-7563

153

(県議会議員の)資産
等報告書、資産等補
充報告書、所得等報
告書、関連会社等報
告書

福島県議会議員が保有する資産内容等 ○

報告書を
提出すべ
き期間の
翌日から
起算して
60日を経
過する日
の翌日か
ら

誰でも
県議会事務局総務
課

政治倫理の確立の
ための福島県議会
議員の資産等の公
開に関する条例第
５条

県議会事務局総務課
024-521-7606

154
政務活動費収支報告
書、領収書等の写し

政務活動費の収入及び支出総額、項目別
金額、領収書等

○

報告書を
提出すべ
き期間の
翌日から
起算して
60日を経
過する日
の翌日か
ら

誰でも
県議会事務局総務
課

福島県政務活動費
の交付に関する条
例第12条第３項

県議会事務局総務課
024-521-7606

県ホームページ

県選挙管理委員会
事務局

156
政治資金収支報告書
に係る少額領収書等
の写し

国会議員関係政治団体に係る領収書等
（人件費以外で１件１万円以下）の写し

○ ○
要旨公表
の日から
３年

誰でも
県選挙管理委員会
事務局

政治資金規正法第
19条の16

選挙管理委員会事務
局
024-521-7062

157
選挙運動費用収支報
告書

選挙運動に係る寄附その他の収入、寄附
者の住所・氏名・職業・金額、支出、支
出を受けた者の氏名等

○
報告書受
理の日か
ら３年

誰でも
県選挙管理委員会
事務局

公職選挙法第192条
第４項

選挙管理委員会事務
局
024-521-7062

151
障がい者支援施設等
との随意契約

契約の過程（当該契約に係る予定数量
等）及び契約結果（契約相手方の名称、
住所等）

○ 公表

155 政治資金収支報告書

収入総額・項目別金額、党費・会費の金
額・納入者数、寄附(５万円以上)をした
者の氏名・住所、政治資金パーティー、
借入金、支出総額・項目別金額、資産等

○ ○
要旨公表
の日から

３年
誰でも

政治資金規正法第
20条の２第２項

選挙管理委員会事務
局
024-521-7062

無 誰でも

随意契約の手続の
特例に係る契約の
過程及び結果の公
表等の取扱要領

出納局入札用度課
024-521-7563

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015c/shimeiteishi.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015c/zuikeitokurei.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015c/nyusatsu-nyuusatsukekka.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/62010a/syuushihoukokusyo.html
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根拠法令等
担当課
連絡先

158 使途等報告書
政党交付金・支部政党交付金の交付総
額・年月日、支出の総額・項目別金額、
監査結果

○
要旨公表
の日から
５年

誰でも
県選挙管理委員会
事務局

政党助成法法第32
条第５項

選挙管理委員会事務
局
024-521-7062

159
裁決申請書、添付書
類

(土地を収用し、又は使用することが出来
る事業の)起業者の氏名・住所、事業の種
類、事業計画書、起業地・事業計画を表
示する図面、土地所有者の氏名・住所等
(※市町村が縦覧に供しない場合に限る)

縦覧
公告の日
から２週
間

誰でも 土木部用地室
土地収用法第42条
第４項

収用委員会
024-521-7465

160
添付書類の一部を省
略して裁決の申請が
あった旨の公告

(土地を収用し、又は使用することが出来
る事業の)起業者の氏名・住所、事業の種
類、裁決申請に係る土地全体についての
所在・地番・地目等(※市町村が縦覧に供
しない場合に限る)

公告 無 誰でも 土木部用地室
土地収用法第45条
第３項

収用委員会
024-521-7465

161
明渡裁決申立書、添
付書類

(土地を収用し、又は使用することが出来
る事業の)起業者の氏名・住所、事業の種
類、土地の所在・地番・地目等、土地所
有者の氏名・住所等(※市町村が縦覧に供
しない場合に限る)

縦覧
公告の日
から２週
間

誰でも 土木部用地室
土地収用法第47条
の４第２項

収用委員会
024-521-7465

162

漁業権の制限又は条
件を付した事案等に
ついての調査の結果
に係る調書その他の
当該申請の原因とな
る事実を証する資料

漁業権の制限又は条件を付した理由等 ○ 無

当該漁業権者
又はその代理
人　自己の利
益を害される
参加人

海区漁業調整委員
会事務局（農林水
産部水産課内）

漁業法第34条第７
項

海区漁業調整委員会
事務局
024-521-7379

163

漁業権の取消、変
更、行使の停止、利
益を受ける者の補償
金額の負担を付した
事案等についての調
査の結果に係る調書
その他の当該申請の
原因となる事実を証
する資料

漁業権の制限又は条件を付した理由等 ○ 無

当該漁業権者
又はその代理
人　自己の利
益を害される
参加人

海区漁業調整委員
会事務局（農林水
産部水産課内）

漁業法施行令第１
条の３第２項

海区漁業調整委員会
事務局
024-521-7379

164

漁業権の制限又は条
件を付した事案等に
ついての調査の結果
に係る調書その他の
当該申請の原因とな
る事実を証する資料

漁業権の制限又は条件を付した理由等 ○ 無

当該漁業権者
又はその代理
人　自己の利
益を害される
参加人

内水面漁場管理委
員会事務局（農林
水産部水産課内）

漁業法第34条第７
項

内水面漁場管理委員
会事務局
024-521-7379

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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根拠法令等
担当課
連絡先

165

漁業権の取消、変
更、行使の停止、利
益を受ける者の補償
金額の負担を付した
事案等についての調
査の結果に係る調書
その他の当該申請の
原因となる事実を証
する資料

漁業権の制限又は条件を付した理由等 ○ 無

当該漁業権者
又はその代理
人　自己の利
益を害される
参加人

内水面漁場管理委
員会事務局（農林
水産部水産課内）

漁業法施行令第１
条の３第２項

内水面漁場管理委員
会事務局
024-521-7379

166 審査基準
申請により求められた許認可等をするか
どうかを判断するために必要とされる基
準

公表 無 誰でも 当該申請の提出先
行政手続法第５条
第３項

当該申請の提出先の
機関

167 標準処理期間
申請がその事務所に到達してから処分を
するまでに通常要すべき標準的な期間

公表 無 誰でも 当該申請の提出先 行政手続法第６条
当該申請の提出先の
機関

168 処分基準
不利益処分をするかどうか、どのような
処分とするか判断するために必要とされ
る基準

公表 無 誰でも
不利益処分を行っ
た機関

行政手続法第12条
第１項

不利益処分を行った
機関

169 調書又は資料
不利益処分の事案について、行政庁が
行った調査の結果に係る調書、その他の
当該処分の原因となる事実を証する資料

○ 無
本人

代理人
行政庁が指定する
場所

行政手続法第18条
第１項

不利益処分を行った
機関

170 聴聞調書及び報告書
聴聞の審理経過を記載した調書、不利益
処分の原因事実に対する当事者等の主張
に理由があるかについての意見

○ 無
本人

代理人
行政庁が指定する
場所

行政手続法第24条
第４項

聴聞の終結前にあっ
ては聴聞の主宰者、
終結後にあっては不
利益処分を行った機
関

※　法令等の規定により国、中核市、市町村等において閲覧等の措置を講ずることとされている事務については、各関係機関へお問い合わせ願います。
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